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検察庁の政治的独立性と中立性を求める意見書 

 

安倍首相が今国会に提出されている検察庁法改正案に反対し、ツイッター上の

「♯検察庁法改正案に抗議します」の投稿が１０００万を超え、俳優や歌手、作家

や著名人も次々と声を上げ、元検事総長ら検察 OB、東京地検特捜部 OB も異例の反

対声明・意見書を表明している。 

ことの発端は、内閣が本年２月８日に検事長の定年６３歳に達し退官の予定であ

った東京高検検事長黒川弘務氏を直前の１月３１日に、定年を８月７日まで半年間

延長する閣議決定を行ったことにある。本来検察庁法によれば、定年は検事総長が

６５歳、その他検察官は６３歳とされており、定年延長を可能とする規定はなかっ

た。従って検察官の定年を延長するためには検察庁法を改正するしかなかった。し

かし、内閣は同法改正の手続きを経ずに閣議決定のみで黒川氏の定年延長を決定し

たことになり、その批判をかわすために、法務省が検察庁法改正法を国家公務員法

改正案に束ねて国会に提出した。 

検察庁法改正案の重要な問題点は、検事長を含む上級検察官の役職定年延長に関

する改正についてである。内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事

又は検事長が年齢６３年に達した日の翌日から起算して１年を超えない範囲内で

その時点での官及び職を占めたまま勤務させることができる。注意すべきは、この

規定は内閣の裁量で次長検事及び検事長の定年延長が可能とする内容であり、閣僚

会議において黒川検事長の定年延長を決定した違法な決議を後追いで容認しよう

とするものである。 

これまで政界と検察との両者間には検察官の人事に政治は介入しないという確

立した慣例があり、その慣例がきちんと守られてきた。これは「検察を政治の影響

から切りはなすための知恵」とされている。 

今回の法改正は、検察の人事に政治権力が介入することを正当化し、政権の意に

沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力を殺（そ）ぐことを意図している。 

与党内からもコロナ禍の最中に急ぐ必要はない、無理筋との批判が起こっている。 

与党は次期臨時国会での成立を目指すと表明していたが、当の黒川氏が緊急事態

宣言の自粛要請中に賭けマージャンでの賭博行為が発覚し辞任することになった。 

安倍首相は国民の声に押され第２０１回通常国会での成立を断念したが、黒川弘

務検事長の定年延長の閣議決定の撤回は拒否している。この閣議決定を取り下げな

ければ第２第３の「黒川氏」が生まれる可能性がある。今回の検事長定年延長問題

の核心は検察という準司法権に政治が介入することにある。よって、検察庁法改正

案の廃案と黒川弘務検事長の定年延長の閣議決定の撤回を求めるものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 
令和２年６月１８日 

京都府向日市議会 


